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証券コード　7477
平成27年６月８日

株 主 各 位
東京都多摩市関戸二丁目24番地27

ム ラ キ 株 式 会 社
代表取締役社長 永 井 清 美

第57回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第57回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご
通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数
ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示いただき、平成27年６月24日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送下さいま
すようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成27年６月25日(木曜日）午前10時
２．場 所 東京都新宿区市谷本村町４番１号

ホテルグランドヒル市ヶ谷　瑠璃西
(末尾の会場ご案内図をご参照のうえ、お間違えのないようお願い申し上げま
す｡ )

３．会議の目的事項
報 告 事 項 １．第57期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）連結計算書類並び

に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第57期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告及び計算

書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金の配当の件
定款一部変更の件
取締役４名選任の件

第４号議案 監査役１名選任の件
以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げ

ます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当

社ウェブサイト（http://www.muraki.co.jp/）に掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（添付書類）
事　 業　 報　 告

(
平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで )

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府及び日銀による経済政策・金融政策の推進
によって円安・株高の傾向が続き、企業業績の改善や雇用情勢の好転により、景気は緩や
かな回復基調で推移いたしました。しかし消費税率の引き上げに伴う個人消費の低迷が長
引いていることに加え、急激な円安による輸入原材料の上昇やそれに伴う物価の上昇が懸
念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。また、海外では米国
の景気は順調に回復しているものの、欧州経済が不安定であることに加え、中国の経済成
長率が鈍化するなど、全般的には緩慢な回復にとどまりました。

当社グループの主力販売商品であるカーケア関連商品の販売先であるサービスステーシ

ョン（略称：SS）業界においては、年度の半ば過ぎより値下がりをはじめた燃料価格の影

響により、顧客の一時的な購買意欲が高まり、回復基調の兆しが見えたかのように思われ

ましたが、燃料価格の高騰があまりに長期的であったがために、消費者マインドがこれに

即応できず前年並みに留まりました。商品別分析では基本４品のうちオイルエレメント及

びワイパーブレードが節約志向の高まりから交換サイクルが伸びたこととSSにおける点検

頻度の減少もあり、前年を下回る結果となりました。これとは逆にバッテリーと洗車機洗

剤は夏の猛暑による消耗で交換を余儀なくされたことと日本人特有の洗車習慣や、付加価

値を付けた高額洗車が伸びているという背景もあり前年値を上回りました。また組織の健

全化の構築を図り、収益性を高めるためにグループ内での統廃合等の見直しを行ったこと

により一時的な減収となりました。収益面におきましては、営業利益及び経常利益に関し

ましては前年を上回る数値を計上しましたが、退職給付費用が想定以上に膨らんだことと

税効果会計による法人税等調整額の増加により当期純利益は減益となりました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高 8,470百万円（前年同期比 4.1％減）

となりました。

収益面におきましては、営業利益 79百万円（前年同期比 24.2％増）、経常利益 133百

万円（前年同期比 9.7％増）、法人税等 72百万円を計上し、当期純利益は 62百万円（前

年同期比 35.7％減）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

主力事業である「カーケア関連商品販売」事業については、上記の要因から、売上高は 
8,274百万円（前年同期比 4.4％減）セグメント利益は 75百万円（前年同期比 43.1％増）

－ 2 －

事業の経過及びその成果



2015/05/25 14:33:09 / 14066872_ムラキ株式会社_招集通知

となりました。「その他」の事業につきましては売上高は 369百万円（前年同期比 29.8％
増）となりセグメント損失は 7,380千円（前年同期のセグメント損失 363千円）となりま
した。

(2) 企業集団及び会社の状況
　当社グループは、当社及び子会社３社により構成されております。
　当社グループの事業に係る位置付けは、次のとおりであります。
　「カーケア関連商品販売」事業については、大手石油元売系列のSS主体にカーケア関連商
　品の販売と販売促進支援を行っております。
　「その他」の事業については、下記の事業内容の区分と同一であります。
①　企業集団の主要な事業内容

事 業 の 種 類 別
セ グ メ ン ト の 名 称

事 業 の 内 容 会 社 名

カーケア関連商品販売
自動車補修部品、自動車ケミカル、サービ
スステーション備品、販売促進物ギフト、
自動車内小物等の販売

ムラキ株式会社

その他

自動車ボディメンテナンス関連資材・機材
の販売等、看板・チラシ等の販促物の企画・
制作

株式会社テックコーポレーション

保険・旅行の代理業務、金券・チケットの
販売、自動車の賃貸

株式会社ムラキ・エージェンシー

グループ会社の社員教育・金融事業 ムラキ協力事業協同組合

②　企業集団の事業別売上高

事 業 の 種 類 別 売 上 高
第56期

(平成26年３月期)
第57期

(平成27年３月期)
前 期 比

（千円） （千円） （千円）
カーケア関連商品販売 8,652,767 8,274,023 △378,743

その他 284,777 369,601 84,824

合 計 8,937,544 8,643,625 △293,919

（注）　上記の金額は、セグメント間の取引については、相殺消去しておりません。

－ 3 －

事業の経過及びその成果
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(3) 設備投資等の状況
　当連結会計年度中における設備投資については、特記すべき事項はありません。

(4) 資金調達の状況
　株式会社商工組合中央金庫より300百万円、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行より100百万円、
株式会社みずほ銀行より100百万円及び、株式会社三井住友銀行より100百万円の長期借入等
を行いました。

(5) 対処すべき課題

　次期におけるわが国経済の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善や原油価格下落

の影響もあり、概ね堅調に推移することが見込まれる一方、海外景気の下振れリスクや個人

消費の低迷からくる市場環境の不活性化等から企業環境は予断を許さないものと予想されま

す。

　このような市場環境を踏まえ当社グループは継続的成長の実現によるさらなる企業価値向
上を目指し不採算部門及び事業の見直しを図るとともに、販売体制及び行動計画を刷新いた
します。刷新対象は重点販売顧客・顧客別基本営業・重点販売商品・顧客別商品戦略の４項
において実施いたします。

(6) 財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況

項目 単位
第54期

(平成24年３月期)
第55期

(平成25年３月期)
第56期

(平成26年３月期)
第57期

(平成27年３月期)

売 上 高 千円 9,074,833 8,909,798 8,832,194 8,470,120

経 常 利 益 千円 106,886 104,390 122,008 133,902

当 期 純 利 益 千円 65,274 65,203 97,019 62,398

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 円 4.44 4.44 6.68 4.40

総 資 産 千円 3,955,077 4,250,400 4,517,144 4,951,789

純 資 産 千円 2,236,270 2,259,670 2,281,582 2,322,870

１ 株 当 た り 純 資 産 額 円 152.14 153.73 160.69 163.59

　（注）１株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。

－ 4 －
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②　当社の財産及び損益の状況

項目 単位
第54期

(平成24年３月期)
第55期

(平成25年３月期)
第56期

(平成26年３月期)
第57期

(平成27年３月期)

売 上 高 千円 8,894,582 8,703,912 8,652,767 8,274,023

経 常 利 益 千円 119,357 103,447 124,168 135,804

当 期 純 利 益 千円 78,555 64,793 103,050 64,601

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 円 5.34 4.41 7.09 4.55

総 資 産 千円 3,888,801 4,189,659 4,457,710 4,896,513

純 資 産 千円 2,190,423 2,213,414 2,241,356 2,284,848

１ 株 当 た り 純 資 産 額 円 149.02 150.58 157.85 160.92

　（注）  １株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

千円 ％

株式会社テックコーポレーション 70,000 100 自動車関連用品の販売、販促物の企画

株式会社ムラキ・エージェンシー 10,000 100
損害保険・生命保険代理業、旅行代理
業、金券・チケットの販売

ム ラ キ 協 力 事 業 協 同 組 合 7,500 100 グループ会社の社員教育・金融事業

－ 5 －

財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況
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(8) 主要な営業所及び工場
<当社>　　　①本社　東京都多摩市関戸二丁目24番地27

　　　　　　②支店・営業所・出張所・物流センター

店 舗 名 所 在 地 店 舗 名 所 在 地

北 海 道 支 店 札 幌 市 白 石 区

中 部 支 店

中 部 支 店 名 古 屋 市 緑 区

東 北 支 店

東 北 支 店 仙 台 市 若 林 区 名 古 屋 営 業 所 名 古 屋 市 緑 区

青 森 営 業 所 青 森 市 小 牧 出 張 所 小 牧 市

八 戸 出 張 所 八 戸 市 津 営 業 所 津 市

盛 岡 営 業 所 盛 岡 市 富 山 営 業 所 富 山 市

仙 台 営 業 所 仙 台 市 若 林 区 金 沢 営 業 所 金 沢 市

山 形 出 張 所 山 形 市

西日本支店

西 日 本 支 店 東 大 阪 市

郡 山 営 業 所 郡 山 市 大 阪 営 業 所 東 大 阪 市

北関東支店

北 関 東 支 店 宇 都 宮 市 京 都 出 張 所 京 都 市 伏 見 区

水 戸 営 業 所 水 戸 市 姫 路 出 張 所 姫 路 市

土 浦 営 業 所 土 浦 市 広 島 営 業 所 広島市安佐南区

宇 都 宮 営 業 所 宇 都 宮 市 岡 山 出 張 所 岡 山 市

高 崎 営 業 所 高 崎 市 高 松 営 業 所 高 松 市

新 潟 営 業 所 新 潟 市 徳 島 出 張 所 徳 島 県 板 野 郡

首都圏支店

首 都 圏 支 店 東 京 都 調 布 市 松 山 出 張 所 松 山 市

川 口 営 業 所 川 口 市

九 州 支 店

九 州 支 店 福 岡 市 博 多 区

川 越 営 業 所 川 越 市 福 岡 営 業 所 福 岡 市 博 多 区

千 葉 営 業 所 四 街 道 市 北 九 州 出 張 所 北九州市小倉南区

市 原 営 業 所 市 原 市 長 崎 出 張 所 長 崎 県 諫 早 市

松 戸 出 張 所 松 戸 市 熊 本 出 張 所 熊 本 県 菊 池 郡

東 京 営 業 所 東 京 都 調 布 市 鹿 児 島 営 業 所 鹿 児 島 市

西 東 京 営 業 所 東京都八王子市 宮 崎 出 張 所 宮 崎 市

南関東支店

南 関 東 支 店 横 浜 市 瀬 谷 区

物流センター 関東物流センター 埼 玉 県 児 玉 郡

横 浜 営 業 所 横 浜 市 瀬 谷 区

小 田 原 営 業 所 小 田 原 市

沼 津 出 張 所 静 岡 県 駿 東 郡

静 岡 営 業 所 静 岡 市

浜 松 営 業 所 浜 松 市

甲 府 営 業 所 甲 府 市

－ 6 －

主要な営業所及び工場
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(9) 企業集団及び当社の従業員の状況

①　企業集団の従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名 歳 年
男 性 181 － 41.60 13.07

女 性 17 － 42.40 13.00

合 計 ・ 平 均 198 － 41.60 13.06

（注）上記のほか、臨時従業員が月平均56名おります。

②　当社の従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名 歳 年
男 性 181 － 41.60 13.07

女 性  14 － 43.60 13.03

合 計 ・ 平 均 195 － 41.80 13.07

（注）上記のほか、臨時従業員が月平均55名おります。

(10) 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

千円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 447,550

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 219,453

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 159,459

(11) 剰余金の配当等の決定に関する方針

     当社グループといたしましては、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題であると

認識し、業績に応じた継続的な利益配分を実施することを基本方針としております。

－ 7 －

企業集団及び当社の従業員の状況、主要な借入先の状況
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(12) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

(13) 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

(14) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

(15) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　該当事項はありません。

２．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 50,000,000株

(2) 発行済株式の総数 14,700,000株

（自己株式500,924株を含む）

(3) 株主数 1,273名（前期末比153名増）

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

有 限 会 社 ド リ ー ム ・ ワ ー ク ス 2,550 17.97

甲 陽 株 式 会 社 2,500 17.61

村 木 ミ チ 1,123 7.91

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 522 3.68

ム ラ キ 社 員 持 株 会 463 3.26

エ イ ケ ン 工 業 株 式 会 社 460 3.24

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 416 2.93

松 井 証 券 株 式 会 社 347 2.44

林 　 和 男 207 1.46

ム ラ キ 取 引 先 持 株 会 186 1.31

（注）持株比率については自己株式を除いて算出しています。

－ 8 －
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３．会社役員に関する事項
(1) 会社役員の状況

取締役及び監査役の状況

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 田 中 舘 　 　 　 喬
株式会社ジェイ・フェイス代表取締役
有限会社ドリーム・ワークス取締役
株式会社セイカケン代表取締役

代 表 取 締 役 社 長 永 　 井 　 清 　 美 営業本部長

常 務 取 締 役 関 冨 直 彦 管理本部長

取 締 役 野 口 顕 一 商品部長兼業務統括部長

常 勤 監 査 役 吉 　 田 　 　 　 誠

監 査 役 川 　 口 　 幸 　 信
税理士、税理士法人川口税務会計事務所代表社員
株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役社長

監 査 役 長 澤 正 浩
長澤公認会計士事務所代表
株式会社伊藤園社外監査役
株式会社東京個別指導学院社外監査役

（注）１．取締役のうち田中舘喬氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役のうち川口幸信氏及び長澤正浩氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．当社は、監査役川口幸信氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け

ております。

　　　４．社外監査役川口幸信氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。

　　　５．社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。

－ 9 －
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(2) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼務の状況及び当社と当該法人との関係

　　取締役田中舘喬氏は株式会社ジェイ・フェイス代表取締役、有限会社ドリーム・ワー

　クス取締役及び株式会社セイカケン代表取締役であり、各社は当社との間に重要な取引

　関係はありません。

　　監査役川口幸信氏は、税理士法人川口税務会計事務所代表社員及び株式会社福岡エム
　・アンド・エーセンター代表取締役社長であります。

　　当社と兼務先との間には特別の関係はありません。

　　監査役長澤正浩氏は、長澤公認会計士事務所代表、株式会社伊藤園社外監査役及び株

　式会社東京個別指導学院社外監査役であります

　当社と兼務先との間には特別の関係はありません。

②　主な活動状況

区 分 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取 締 役
（ 非 常 勤 ）

田 中 舘 　 　 　 喬
当期開催の取締役会14回のうち12回出席し、議案審議等に必要
な発言を適宜行っております。

監 査 役
（ 非 常 勤 ）

川 口 幸 信
当期開催の取締役会14回のうち11回出席し、また、当期開催の
監査役会15回のうち14回出席し、税理士としての専門的見地か
らの発言を行っております。

監 査 役
（ 非 常 勤 ）

長 澤 正 浩
当期開催の取締役会14回のうち９回出席し、また、当期開催の
監査役会15回のうち10回出席し、公認会計士としての専門的見
地からの発言を行っております。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区分 員数 報酬等の額

取 締 役

（うち社外取締役）

　                 名

５

 （１）

　　　　　　　　　　　　千円

90,095

（26,800）

監 査 役

（うち社外監査役）

４

 （３）

18,541

（7,491）

合 計

（うち社外役員）

９

 （４）

108,636

 (34,291）

（注）１．取締役の報酬等の額には、当事業年度に計上した退職慰労引当金9,170千円が含まれております。

　　　２．監査役の報酬等の額には、当事業年度に計上した退職慰労引当金1,426千円が含まれております。

　　　３．上記のほか、取締役１名17,000千円、監査役１名1,000千円の退職慰労金を支給しております。

－ 10 －
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４．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

リンクス有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

　当社及び子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の額は以下のとおりです。
（単位：千円）

１．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,500

２．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額

22,500

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査

報酬の額を区分しておりませんので、1.の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて

おります。

(3) 会計監査人と締結している責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人である「リンクス有限責任監査法人」とは、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第１

項の最低責任限度額であります。

リンクス有限責任監査法人が善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度

として責任を負担する契約を締結しております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社の都合による場合の他、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触

した場合、監査役会は、その事実に基づき会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解

任または不再任が妥当と判断した場合は、当社監査役会規程に則り会計監査人の解任または

不再任を株主総会の付議議案とするものといたします。

－ 11 －
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５．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　取締役・従業員は、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、各分掌

に従い、担当する部署の内部統制を整備し、必要な規則の制定及び周知徹底を図ると共に、

必要事項については取締役会の決裁を受けるものといたします。

②　体制の整備、諸規程の見直し、実施状況、問題点の把握を行うため、内部統制担当取締

役を設置しております。併せて内部監査室の強化を図ります。

③　コンプライアンス遵守の観点に立ち、企業倫理行動規範を制定、総務人事部を事務局と

して、各職場単位で部門責任者を責任者として、定着化のための教育・定着状況をチェッ

クすることとしております。

(2) 取締役の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　取締役の職務執行に係る各種の記録として、株主総会・取締役会議事録・稟議書・契約

書は、文書管理規程に基づき作成、保存、管理しております。

②　全社並びに事業部門単位の業務実績については、月次、年次単位で作成し、経理部にお

いて保存管理しております。

③　その他の執行に係る情報、記録については、総務人事部において作成、保存、管理基準

を定め、取締役・監査役が必要に応じて閲覧可能な体制とします。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　業務の執行は、取締役会規程、職務権限規程、稟議規程を遵守し、所定の決裁承認を受

けた上で行うこととし、監査役・内部監査室は遵守状況を定期的にチェックし改善策を指

示します。

②　今後想定されるリスクについては、コンプライアンス規程とは別途に、部門単位での想

定されるリスクの明確化と対処法を作成し、重要事項については取締役会決議により規程

の制定を図るものといたします。

－ 12 －
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(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

　組織及び職務分掌規程、職務権限に基づき役割、権限の明確化を図ると共に、取締役会規

程に基づき、付議事項を定めております。また、執行役員制度を導入、業務執行の迅速化を

図ると共に、月１回の取締役・執行役員での取締役会において、重要事項の決定、業務報告

を行い共有化を図っております。

(5) 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　グループ子会社については、関係会社管理規程に基づき、管理部門管掌取締役を統括責

任者として任命、グループ子会社の業務執行方針、予算、業況等のチェックを行っており、

重要事項については、当社代表取締役社長の決裁、取締役会付議を行うこととしておりま

す。

②　グループ子会社の就業規則その他の規程は、子会社特有の事項を除き、親会社の規程を

準用することとしております。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

①　監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室に属する使用人を兼務として選任、監

査役から指示がある場合は、指示に従い選任します。

②　前記補助者の独立性を確保するため、当該使用人の異動等の人事に関する決定は、監査

役会の事前同意を得るものとします。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制､ 

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　取締役・執行役員及び使用人は職務執行に関して重大な法律・定款、内部規程違反もし

くは、不正行為の発生または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知っていた時

は、監査役に報告するものとします。

また、内部監査の実施状況についてもその結果を監査役に報告するものとします。

②　監査役は、必要と認めた時は取締役・執行役員及び使用人に対して事業の報告を求め､ 

業務及び財産の状況を調査することができるものとします。また、代表取締役社長は、監

査役会と定期的な会合を開催するものとします。

－ 13 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,854,200

1,839,575

1,110,352

785,465

4,124

115,574

△890

1,097,588

530,986

81,942

1,761

438,325

2,273

6,683

51,682

514,919

58,054

342,748

125,136

△11,020

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 1,686,748

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,064,683

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 51,000

１年内返済予定の長期借入金 404,497

リ ー ス 債 務 691

未 払 法 人 税 等 48,429

賞 与 引 当 金 5,490

そ の 他 111,957

固 定 負 債 942,169

長 期 借 入 金 615,561

リ ー ス 債 務 1,768

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 32,440

退 職 給 付 に 係 る 負 債 280,501

繰 延 税 金 負 債 460

そ の 他 11,439

負 債 合 計 2,628,918

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 2,319,125

資 本 金 1,910,700

資 本 剰 余 金 88,604

利 益 剰 余 金 367,262

自 己 株 式 △47,442

その他の包括利益累計額 3,745

その他有価証券評価差額金 3,745

純 資 産 合 計 2,322,870

資 産 合 計 4,951,789 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,951,789

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 14 －
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連 結 損 益 計 算 書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,470,120

売 上 原 価 6,218,902

売 上 総 利 益 2,251,217

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,171,485

営 業 利 益 79,732

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,610

受 取 配 当 金 1,678

仕 入 割 引 28,880

不 動 産 賃 貸 料 535

受 取 手 数 料 4,519

保 険 解 約 返 戻 金 13,253

そ の 他 14,680 66,159

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,250

手 形 売 却 損 1,650

そ の 他 4,089 11,990

経 常 利 益 133,902

特 別 利 益

ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 1,662 1.622

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 222 222

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 135,342

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 43,551

法 人 税 等 調 整 額 29,392 72,943

当 期 純 利 益 62,398

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 15 －
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連結株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金

当期首残高 1,910,700

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 1,910,700

資本剰余金

当期首残高 88,604

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 88,604

利益剰余金

当期首残高 333,262

当期変動額

剰余金の配当 △28,398

当期純利益 62,398

当期変動額合計 34,000

当期末残高 367,262

自己株式

当期首残高 △47,442

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 △47,442

－ 16 －
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（単位：千円）

株主資本合計

当期首残高 2,285,124

当期変動額

剰余金の配当 △28,398

当期純利益 62,398

当期変動額合計 34,000

当期末残高 2,319,125

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △3,542

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,288

当期変動額合計 7,288

当期末残高 3,745

純資産合計

当期首残高 2,281,582

当期変動額

剰余金の配当 △28,398

当期純利益 62,398

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,288

当期変動額合計 41,288
当期末残高 2,322,870

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 17 －
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連　結　注　記　表

１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　３社

　株式会社テックコーポレーション、株式会社ムラキ・エージェンシー及びムラキ協力事業協同組合であ

ります。

(2) 連結子会社の事業年度に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。

(3) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　たな卸資産

　当社及び連結子会社は主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法により算定）を、採用しております。

②  重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産……………定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

ロ　無形固定資産……………定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法としております。

ハ　リース資産………………定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零として算定する方法によっておりま

す。

－ 18 －
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③　重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

ロ　賞与引当金………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金……役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

④　退職給付に係る会計処理の方法

イ　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

ロ　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生した年度の費用として処理しております。

数理計算上の差異については、その発生した年度の費用として処理しております。

３．会計方針の変更に関する注記
　退職給付に関する会計基準等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月

26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67

項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見

直し、割引率の決定方法を、割引率決定の基礎となる債権の期間について従業員の平均残存勤務期間に近

似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重

平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており

ます。

　この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金、ならびに、当連結会計年度の

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。

４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

現金及び預金 22,000千円

建物及び構築物 76,160千円

土地 438,325千円

投資有価証券 33,300千円

計 569,785千円

－ 19 －
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担保に係る債務の金額

支払手形及び買掛金 139,384千円

１年内返済予定の長期借入金 236,424千円

長期借入金 430,579千円

計 806,387千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 880,814千円

(3) 受取手形割引高 121,275千円

－ 20 －
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

　　　普通株式　　14,700,000株

(2) 配当に関する事項

①　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月24日

定時株主総会
普通株式 　14,199 利益剰余金 1 平成26年３月31日 平成26年６月25日

平成26年10月23日

取締役会
普通株式 　14,199 利益剰余金 1 平成26年９月30日 平成26年12月８日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月25日

定時株主総会
普通株式 　14,199 利益剰余金 1 平成27年３月31日 平成27年６月26日

６．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に

よる方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、当社グループの与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引

先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企

業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

長期借入金（原則として５年以内）は主に設備投資に係る資金調達です。

また、営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月

次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

－ 21 －
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(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

連結貸借対照表計上額

（千円）
時価　（千円） 差額　（千円）

（1）現金及び預金

（2）受取手形及び売掛金

（3）投資有価証券

1,839,575

1,110,352

50,090

1,839,575

1,110,352

50,090

－

－

－

　資産計 3,000,018 3,000,018 －

（1）支払手形及び買掛金

（2）１年内償還予定の社債

 (3) １年内返済予定の長期借入金

（4）長期借入金

1,064,683

51,000

404,497

615,561

1,064,683

51,000

404,497

601,534

－

－

－

△14,026

　負債計 2,135,741 2,121,714 △14,026

（注）１.金融商品の時価の算定方法

資　産

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

（3）投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負　債

（1）支払手形及び買掛金、(2)１年内償還予定の社債、（3）１年内返済予定の長期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

（4）長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価格により算定をしております。

－ 22 －
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２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

　非上場株式 　　　　　　　　　　　　　　　7,964

３.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算後の償還予定額

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

　現金及び預金

　受取手形及び売掛金

　投資有価証券

　　 　1,839,575

1,110,352

－

　　　　 　－

　－

－

　　 　　　－

　－

－

　　　 　　－

　　－

－

　合計 　 　2,949,927 　　　　 　－ 　　 　　　－ 　　　 　　－

７．賃貸等不動産に関する注記

　　　該当事項はありません。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 163円59銭

(2) １株当たり当期純利益 4円40銭

９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

－ 23 －
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会計監査人監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成27年５月20日

ムラキ株式会社

取締役会　御中

リンクス有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 金 沢 　 修 ㊞

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岩 瀬 正 和 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ムラキ株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ムラキ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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貸　借　対　照　表
（平成27年３月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
会 員 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金

3,785,767
1,789,661
125,782
978,982
769,503
1,292
6,748
21,431
4,202
4,124
74,344
10,586
△893

1,110,745
528,505
81,864

78
1,378
383

6,475
438,325
50,919
31,087
19,832
531,321
57,390
13,501
4,224
84,981

27
962

333,192
92,151
11,990
16,160

△83,262

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 1,671,263

支 払 手 形 264,955

買 掛 金 790,047

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 51,000

１年内返済予定長期借入金 404,497

未 払 金 38,598

未 払 費 用 8,968

未 払 法 人 税 等 48,109

前 受 金 8,528

預 り 金 6,005

賞 与 引 当 金 5,490

そ の 他 45,062

固 定 負 債 940,401

長 期 借 入 金 615,561

退 職 給 付 引 当 金 280,501

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 32,440

繰 延 税 金 負 債 460

そ の 他 11,439

負 債 合 計 2,611,664

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 2,281,102

資 本 金 1,910,700

資 本 剰 余 金 88,604

資 本 準 備 金 88,604

利 益 剰 余 金 329,239

利 益 準 備 金 10,189

繰 越 利 益 剰 余 金 319,050

自 己 株 式 △47,442

評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,745

その他有価証券評価差額金 3,745

純 資 産 合 計 2,284,848

資 産 合 計 4,896,513 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,896,513

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,274,023

売 上 原 価 6,054,115

売 上 総 利 益 2,219,907

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,144,376

営 業 利 益 75,531

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 6,598

仕 入 割 引 28,880

不 動 産 賃 貸 収 入 3,065

受 取 手 数 料 4,519

保 険 解 約 返 戻 金 13,253

そ の 他 16,624 72,941

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,062

社 債 利 息 256

手 形 売 却 損 1,650

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 614

そ の 他 4,085 12,669

経 常 利 益 135,804

特 別 利 益

ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 1,662 1,662

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 222 222

税 引 前 当 期 純 利 益 137,244

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 43,250

法 人 税 等 調 整 額 29,392 72,643

当 期 純 利 益 64,601

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金

当期首残高 1,910,700

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 1,910,700

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 88,604

当期変動額

当期変動額合計 －
当期末残高 88,604

資本剰余金合計

当期首残高 88,604

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 88,604
利益剰余金

利益準備金

当期首残高 7,349

当期変動額

利益準備金の積立 2,839

当期変動額合計 2,839

当期末残高 10,189

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 285,687
当期変動額
利益準備金の積立 △2,839
剰余金の配当 △28,398

当期純利益 64,601

当期変動額合計 33,363
当期末残高 319,050
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（単位：千円）

利益剰余金合計
当期首残高 293,036
当期変動額
剰余金の配当 △28,398
当期純利益 64,601
当期変動額合計 36,203

当期末残高 329,239
自己株式
当期首残高 △47,442
当期変動額
当期変動額合計 －

当期末残高 △47,442
株主資本合計
当期首残高 2,244,899
当期変動額
利益準備金の積立 －
剰余金の配当 △28,398
当期純利益 64,601
当期変動額合計 36,203

当期末残高 2,281,102
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高 △3,542
当期変動額
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） 7,288
当期変動額合計 7,288

当期末残高 3,745
純資産合計
当期首残高 2,241,356
当期変動額
利益準備金の積立 －
剰余金の配当 △28,398
当期純利益 64,601
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） 7,288
当期変動額合計 43,491

当期末残高 2,284,848

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

１．継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ　子会社株式及び関連会社株式

………移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　その他有価証券

時価のあるもの………決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの………移動平均法による原価法を採用しております。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……………………当社は主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法により算定）を、採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産……………定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

②　無形固定資産……………定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法としております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

②　賞与引当金………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負

担額を計上しております。

③　退職給付引当金…………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、発生した事業年度の費用として処理しております。

④　役員退職慰労引当金……役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給見込額を

計上しております。

－ 29 －
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(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　リース取引の処理方法

　リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

　は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

②　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．会計方針の変更に関する注記

　該当事項はありません。

４．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

現金及び預金 22,000千円

建物及び構築物 76,160千円

土地 438,325千円

投資有価証券 33,300千円

計 569,785千円

上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 139,384千円

１年内返済予定の長期借入金 236,424千円

長期借入金 430,579千円

計 806,387千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 871,122千円

(3) 受取手形割引高 121,275千円

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 4,202千円

長期金銭債権 84,981千円

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 646千円

仕入高 160,055千円

営業取引以外の取引高 2,335千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度における発行済株式の数　　　　普通株式 14,700,000株
当事業年度末における自己株式の数

普通株式 500,924株

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

退職給付に係る負債 92,845千円
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額 27,776千円
外形標準課税 1,982千円
税務上の繰越欠損金 104,675千円
減損損失 209,431千円
その他 67,823千円

繰延税金資産小計 504,535千円
評価性引当金 △499,017千円

繰延税金資産合計 5,518千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △1,853千円

繰延税金負債合計 △1,853千円

繰延税金資産（負債）の純額 3,664千円

８．リースにより使用する固定資産に関する注記
　該当事項はありません。

９．関連当事者との取引に関する注記
　役員及び主要株主等
　該当事項はありません。

10．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 160円92銭
(2) １株当たり当期純利益 4円55銭

11．重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。
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会計監査人監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月20日

ムラキ株式会社

取締役会　御中

リンクス有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 金 沢 　 修 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岩 瀬 正 和 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第１号の規定に基づき、ムラキ株式会社の平成26年4月１日から平成27
年3月31日までの第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　以　上

－ 32 －

会計監査人監査報告書謄本



2015/05/25 14:33:09 / 14066872_ムラキ株式会社_招集通知

監査役会の監査報告書　謄本

監査報告書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第57期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた

します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、

内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規

則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備

されている体制（内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその結果及び運用の状況について

定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びリンクス有限責任監査法人から当該内部統制

の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属

明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための態勢」（会社計算規則第131条各号に

掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書

類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。

(2) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人リンクス有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人リンクス有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年５月22日

ム ラ キ 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 吉 田 　 誠 

社 外 監 査 役 川 口 幸 信 

社 外 監 査 役 長 澤 正 浩 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の配当の件

　当社は事業の成長、拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株

主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。

　当社の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして､ 

以下のとおりといたしたいと存じます。

　（１）配当財産の種類

　　　　金銭といたします。

　（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　　当社普通株式１株につき金１円　総額14,199,076円

　　　　なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、普通株式１株につき金２円と

　　　　なります。

　（３）剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　平成27年６月26日

第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行され、

新たに業務執行取締役でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を

締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待さ

れる役割を十分に発揮できるよう、変更案第30条第２項及び第42条第２項の一部を変更する

ものであります。

　なお、定款第30条第２項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

２．変更の内容

　　変更の内容は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は変更部分を示しております。）

現行定款 変更定款

（取締役の責任免除）

第30条　（条文省略）
2　当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の
会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な
過失がないときは、法令が定める額を限度として責任
を負担する契約を締結することができる。

（取締役の責任免除）

第30条　（条文省略）
2　当会社は、取締役（業務執行取締役等である者を除
く。）との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の
責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法
令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結
することができる。
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現行定款 変更定款

（監査役の責任免除）

第42条　（条文省略）
2　当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の
会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な
過失がないときは、法令が定める額を限度として責任
を負担する契約を締結することができる。

（監査役の責任免除）

第42条　（条文省略）
2　当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第
423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がな
いときは、法令が定める額を限度として責任を負担す
る契約を締結することができる。

第３号議案　取締役４名選任の件

　取締役全員（４名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締

役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

1
田 中 舘 　   喬
(昭和22年７月21日生)

平成７年８月　日本生涯教育協会会長(現任）

平成15年３月　株式会社ジェイ・フェイス設立代表取締役（現任）

平成19年３月　日本エイジマネージメント医療研究機構設立理事長

　　　　　　　（現任）

平成19年６月　当社取締役

平成20年６月　当社取締役会長（現任）

千株

―
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

２
永 井 清 美
(昭和37年７月14日生)

昭和59年４月　当社入社

平成16年11月　当社新事業推進部長

平成18年10月　当社直売部長

平成19年３月　当社執行役員販売部長

平成19年６月　当社取締役

平成20年６月　当社常務取締役営業本部長

平成26年６月　当社代表取締役社長（現任）

千株

43

３
関 冨 直 彦
(昭和41年９月30日生)

平成５年９月　当社入社

平成16年11月　当社西日本支店長

平成19年４月　当社販売副部長

平成20年６月　当社執行役員販売第１部長

平成21年６月　当社取締役管理本部長

平成26年６月　当社常務取締役（現任）

千株

29

４ 野 口 顕 一
(昭和30年11月30日生)

昭和52年９月　当社入社

昭和59年４月　当社金沢営業所所長

平成16年６月　当社商品流通部グループ長

平成19年３月　当社執行役員商品流通部長

平成24年４月　当社執行役員業務統括部長

平成26年４月　当社執行役員商品部長

平成26年６月　当社取締役業務統括部長（現任）

千株

19

（注) １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．田中舘喬氏は、社外取締役候補者であります。

３．社外取締役候補者とする理由

田中舘喬氏は、当社の取締役として、長年にわたる会社経営者としての経験に基づき意見・アドバイ

ス等をいただけるものと判断しております。

なお田中舘喬氏は、社外取締役に就任してからの年数は８年であります。

４．当社は田中舘喬氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める賠償責任を限

定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であ

ります。

なお同氏の再任が承認された場合は同氏との賠償責任契約を継続する予定です。
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　　第４号議案　監査役１名選任の件

　監査役川口幸信氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役

１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

川 口 幸 信
(昭和37年９月６日生)

平成３年３月　税理士登録

平成５年６月　当社監査役（現任）

平成５年８月　税理士法人川口税務会計事務所　代表社員（現任）

平成８年８月　株式会社福岡エム・アンド・エーセンター

　　　　　　　代表取締役社長（現任）

千株

77

（注) １．監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．川口幸信氏は、社外監査役候補者であります。

３．社外監査役候補者とする理由

川口幸信氏は、税理士の資格を有し、税務分野での経験に基づき財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しており、当社の業務執行役から独立した立場にあることから社外監査役及び独立役員に適任

であると判断し、選任をお願いするものであります。

４．当社は、川口幸信氏を有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として、株式会社東京証券取引

所へ届けております。

５．当社は川口幸信氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法会社法第423条第１項に定める賠償責

任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度

額であります。

　　なお同氏の再任が承認された場合は同氏との賠償責任契約を継続する予定です。

以上
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メ　　モ
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会　場　東京都新宿区市谷本村町４番１号

ホテルグランドヒル市ヶ谷　瑠璃西

　03－3268－0111

市谷薬王寺町

大日本印刷

防衛省

曙橋

靖国通り

至 四ッ谷

新宿通り

靖国神社

靖
国
通
り

大妻
女子大

東京家政
学院短大

至 水道橋

至
 霞

ヶ
関
ラ
ン
プ

至 

九
段
下

至 

新
宿

HOTEL GRAND HILL
ICHIGAYA

ホテルグランドヒル
イチガヤ

市
ヶ
谷

交通のご案内

最寄駅

●JR総武線・地下鉄有楽町線・南北線・新宿線

『市ヶ谷駅』より徒歩３分

●JR総武線・中央線・地下鉄丸ノ内線・南北線

『四ツ谷駅』より徒歩10分

地図




